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令和５年第３回町議会定例会が開催されるに当たり、当面する町政の執行につきま

してご報告をさせていただきます。 

 

（簡易水道使用料金の過大徴収について） 

 はじめに、簡易水道使用料金の過大徴収について申し上げます。 

本年７月１１日、簡易水道を使用している契約者から、牛舎で使用している簡易水

道の使用料金が「営農用」ではなく「家事用」として請求されているのはなぜかとの

問い合わせがあり、令和元年に申請のありました給水装置工事申請書を確認したとこ

ろ、用途種別が「営農用」ではなく「家事用」と記載されていたことから、賦課当初

から「家事用」として使用料金を徴収していたものであります。 

簡易水道使用料金は、用途ごとに基本料金と、使用水量に応じた水量料金の合算額

により算定をしており、用途が「家事用」の場合の使用料金は、基本料金３９９円と、

水量料金として１立方メートル当たり２０４円に使用水量を乗じた額の合算額とな

ります。 

一方、用途が「営農用」の場合は、基本料金は「家事用」と同額の３９９円で、水

量料金も使用水量が２０立方メートルまでは「家事用」と同額の２０４円であります

が、２１立方メートルからは１立方メートル当たり１２２円となることから、この部

分が過大徴収となったものであり、その額は、令和元年度から４年度分までが 

１０３万３,５２８円、本年４月から６月までの５年度分が１１万７,７５２円、合計

１１５万１,２８０円でありました。 

今回の件については、給水装置工事申請書には「家事用」と記載されていたものの、

添付図面では建物の用途は「牛舎」となっていたことや、現場確認を行っていること

から、審査過程において誤記載に気づくべきであり、当該契約者には、不適切な審査

から生じた過大徴収について、衷心からお詫び申し上げたところであり、過大徴収し

た使用料金については、還付をすべく、今定例会に関連する予算を提案させていただ

いたところであります。 



 2 

なお、このたびの過大徴収に当たって、申請書や現場の確認など審査を担っていた

職員に対しましては、公務の運営に支障を生じさせたものと判断し、厳正に対処して

まいりたいと考えております。 

 

（依田公園浄化槽使用料の過大徴収について） 

 次に、依田公園浄化槽使用料の過大徴収について申し上げます。 

依田公園の合併浄化槽は、平成２年度に十勝幕別温泉ホテル緑館を経営する北海道

振興株式会社との契約に基づき、同社が建設費の一部を負担して町が設置したもので

あり、維持管理に要する費用については、浄化槽設備使用契約書及び覚書を締結し、

町が管理する依田公園のトイレと排水量に応じて費用を按分して合併浄化槽使用料

として負担金を徴しておりました。 

その後、平成１０年度に町が焼肉施設ガーデンハウスを公園内に設置したことから、

施設の管理使用者となったサカモト食品有限会社を加えて按分することとし、また、

１６年度には、ホテルの経営権が北海道振興株式会社から、現在の十勝幕別温泉グラ

ンヴィリオホテルを経営するルートインジャパン株式会社へ譲渡されたことにより、

同年８月１日に同様の内容で契約書及び覚書を締結し、以降、町を含めた３者で維持

管理費用を負担しているところであります。 

この維持管理費用のうち、公園浄化槽保守点検業務委託料については、平成２５年

度から依田公園を含む８箇所の公園の浄化槽の保守点検業務を一括して発注するこ

とにして以降、依田公園に係る分のみを算定の基礎とするところを、誤って他の７箇

所を含めた額により算定していたことがこの度判明いたしました。 

さらに、令和３年度と４年度の４月から６月までの第１期分の納入額について、使

用料を按分する際に使用する流入メーターの値を誤入力していたことから、実際の排

水量と異なった按分率となり、ルートインジャパン株式会社に対しては過大に、サカ

モト食品有限会社に対しては過小に使用料を徴収していたことも確認したところで

あります。 
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今回、誤って過大徴収していた使用料は、民法第７０３条に基づく不当利得の返還

義務に該当し、同法第１６６条第１項第１号では５年間の返還義務となりますが、町

に帰責事由があることから、平成２５年度から令和４年度までの１０年分を全額返済

するものとし、還付に伴い発生する還付加算金と合わせて還付することといたしまし

た。 

また、この過大徴収とは別に、当初から使用料算定の際の維持管理費用に、浄化槽

法第１１条に基づく検査手数料や軽微な修繕費用などの経費を見落としており、この

分の使用料を過小に徴収していたことが判明しましたが、これについては、民法第 

１６６条第１項第１号の消滅時効が適用されることから、平成３０年度から令和４年

度までの５年間を遡り未収金として徴収しようとするものであります。 

なお、還付金の額については、ルートインジャパン株式会社が４０９万９,７３３円、

サカモト食品有限会社が９,８５０円となっており、還付加算金は、サカモト食品有限

会社は少額のため発生しませんが、ルートインジャパン株式会社は２５万５,９００円

で、２社に係る還付金と還付加算金の合計額は４３６万５,４８３円となったところで

あります。 

また、未収金の額については、ルートインジャパン株式会社が７７万９７１円、サ

カモト食品有限会社が２,２７９円、合計７７万３,２５０円となっており、還付金等

と併せて、今定例会に関連する予算を提案させていただいたところであります。 

なお、今回の不適切な事務処理から生じた過大徴収及び未収金については、相手方

に対し衷心からお詫び申し上げたところであり、事務処理及び管理監督の立場にあっ

た職員については、公務の運営に支障を生じさせたものと判断し、厳正に対処してま

いりたいと考えております。 

 

（落雷に伴う防災行政無線の被害状況について） 

 次に、落雷に伴う防災行政無線の被害状況について申し上げます。 

８月６日から翌７日にかけて北海道の南に前線が停滞し、南から暖かく湿った空気
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が流れ込み大気の状態が不安定となり、十勝地方で落雷が多発しました。 

本町では、７日午前、忠類晩成地区の防災行政無線忠類晩成屋外子局の電気系統が

破損する被害が発生しており、保守業者によりますと、破損箇所の状況から、原因は

付近への落雷に伴い高圧電流が地中や電線を伝わって流れる「誘導雷」によるものと

推測されるとのことであります。 

現在、この誘導雷による電気系統の破損により、忠類晩成地区の屋外拡声器による

放送ができない状態となっており、早期復旧を目指して、メーカー及び保守業者と調

整を進めているところでありますが、本復旧までに時間を要することから、仮設の屋

外子局も含め当面の対応を検討しているところであります。 

なお、無線基地局には被害がなかったことから、戸別受信機の放送に影響は出てお

りません。 

 

（ハザードマップ及び防災のしおりの改訂について） 

次に、ハザードマップ及び防災のしおりの改訂について申し上げます。 

令和２年７月以来３年ぶりの改訂となりますが、今回の改訂は、ハザードマップで

は、忠類地域及び幕別農村地区を流れる合計２３本の中小河川について洪水浸水想定

区域を新たに表示するとともに、洪水時の指定避難所を８カ所追加したほか、津波浸

水想定区域の見直しを行っております。 

また、防災のしおりでは、ハザードマップに合わせて指定避難所一覧を更新すると

ともに、日本海溝や千島海溝の周辺で大地震が発生した際に内閣府及び気象庁から発

信される「後発地震注意情報」のほか、分散避難や女性の視点からの避難所運営など、

避難所での生活に係る内容を新たに追加しております。 

なお、今回改訂いたしました新しいハザードマップ及び防災のしおりは、９月上旬

までに町内全戸への配布が完了する予定であります。 

 

（功労者について） 
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 本年も１０月１日に１２７年目の開町記念日を迎えます。 

偉大な先人たちが理想郷の実現を目指し、不屈の精神で本町発展の礎を築かれて以

来、町民各位の限りない郷土愛により、幕別町が十勝の中核的な町として発展を続け

ておりますことに対し、深甚なる敬意と感謝を捧げるものであります。 

例年、開町記念日に本町の功労者を顕彰させていただいておりますが、過日、各団

体等から自治功労賞として５名、社会功労賞として１名の方々の推薦をいただいたと

ころであります。 

今後は、９月１日に開催されます表彰者選考委員会の答申を経て、表彰者の決定を

させていただく予定といたしております。 

 

（自治体ＤＸの進捗状況について） 

次に、自治体ＤＸの進捗状況について申し上げます。 

本町では、令和２年１２月に国が策定した「自治体ＤＸ推進計画」を踏まえ、令和

４年度までにマイナンバーカードの普及促進とあわせて、子育て関係や介護関係など

の２７手続のオンライン化を実施しており、本年５月には、庁内各部署から提案され

たデジタル技術を活用すべき１４３件の取組を、窓口業務、情報発信に係る業務、事

務の効率化につながる業務の３つの区分に分類し、分野横断的な検討を進めていくこ

ととしたところであります。 

７月には、庁内において、副町長及び各部長で構成するデジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）推進本部のほか、実務担当者で構成する３つのワーキンググルー

プを設置し、キャッシュレス決済やＬＩＮＥの活用、ＡＩ－ＯＣＲの導入などの具体

的な取組について、全庁的に議論を深めていくための推進体制を整えたところであり

ます。 

自治体ＤＸは、行政手続きの効率化や住民サービスの向上、デジタル技術を活用し

た地域産業の維持・発展など幅広い分野において専門的なノウハウを必要とすること

から、７月３１日に、東日本電信電話株式会社北海道東支店と「自治体ＤＸの推進に
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関する連携協定」を締結したところであります。 

また、９月８日には、道路管理における先進的な取組として、道路占用許可手続の

オンライン化を行うため、同社と道内では初めてとなる「道路管理関連業務の高度化

に向けた共同検討に関する連携協定」を締結する予定となっております。 

なお、自治体ＤＸの推進に当たっては、多額の費用を要することが見込まれること

から、国のデジタル田園都市国家構想推進交付金を活用すべく１１月に見込まれてい

る事前申請に間に合うよう準備を進めてまいります。 

 

（普通交付税について） 

次に、本年度の普通交付税について申し上げます。 

７月２８日、国は「令和５年度普通交付税大綱」に基づき、各自治体へ交付する普

通交付税の総額を１７兆２,５９４億円、前年度との比較では２,８８９億円、１.７％

の増と決定いたしました。 

算定に当たっての昨年度からの主な改正内容は、基準財政需要額において、マイナ

ンバーカードを利活用した住民サービスの向上のための地域のデジタル化の取組に

係る財政需要が反映されたほか、光熱費の高騰を踏まえ、学校、福祉施設、文化施設

等地方公共団体の施設に係る光熱費が措置されたところであります。 

本町におきましては、社会福祉費や高齢者福祉費に係る単位費用の増などに伴い、

基準財政需要額が増となったものの、市町村民税所得割や消費税収の増に伴う地方消

費税交付金の増など、基準財政収入額の増により、本年度の普通交付税額は 

５８億７,４１８万６千円で、前年度当初算定額との対比では２,２８９万円、０.４％

の減となったところであります。 

今後におきましては、令和４年度繰越金及び特別交付税などの財源の状況を勘案し

ながら、財政運営を慎重に進めてまいりたいと考えております。 

 

（農作物の作況について） 
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次に、農作物の生育状況について申し上げます。 

今年は、春から温暖で、作付け作業も順調に進み、農作物全般にわたり生育も平年

より早く順調に推移しております。 

８月１５日現在の主な農作物の生育状況につきましては、秋まき小麦が、昨年より

５日早い７月１４日に収穫を始め、７月２６日に終えたところであり、１０アール当

たりの粗原単収は、約１２俵と平年を上回る収量になる見込みとお聞きしております。 

このほか、馬鈴しょは３日早く生育しておりますが、高温少雨の影響でやや小玉傾

向にあり、てん菜は４日早く生育し、根周も順調に肥大しており、豆類も１０日ほど

早く生育し、着莢数が多いことから、おおむね平年を上回る収量となる見込みであり

ます。 

また、飼料用作物は、１番草の収穫は収量・質とも良好で、現在２番草の収穫期を

迎えているところであり、サイレージ用とうもろこしにつきましては、１３日早く生

育しておりますことから、良質な粗飼料の確保が期待されております。 

しかしながら、７月下旬以降の猛暑により、畑作では白菜やキャベツなどの葉菜類

を中心に病害が発生し、一部廃棄が見られるなど出荷量にも影響が出ており、酪農で

は乳量の低下が見られるなど、農業経営への影響が懸念されるところであります。 

いずれの作物におきましても、今後の収穫期に向け、好天に恵まれ、農業者の皆さ

んの的確な管理により、農作業事故が無く、豊穣の秋を迎えられますことを心から願

っております。 

 

（公共工事の発注状況について） 

次に、公共工事の発注状況について申し上げます。 

８月２５日現在の公共工事の発注済額は、２４億１,８２２万円で、発注率にいた

しますと８７．４８％となっております。 

現在までのところ、土木関係では新北町３２号通、緑町団地道路５号、忠類２４号

線などの道路整備工事を、建築関係ではあかしや南団地の公営住宅建替工事のほか、
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保健福祉センター及びアルコ２３６の屋上防水工事、百年記念ホールの屋根の改修工

事などを、水道関係では道路整備工事に伴う配水管移設工事のほか、札内配水池電気

設備更新工事などを、下水道関係では下水道処理区統合に係る連絡管渠の整備工事な

どの発注を終えております。 

今後は、公園施設の更新工事や水道管の布設替工事などの発注を予定しており、安

全に工事が進められるよう適切な工期設定と適時発注に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 

以上、当面する諸課題等につきまして、ご報告をさせていただきましたが、議員の

皆さんには、引き続き町政の執行に対しまして、一層のご指導、ご支援を賜りますよ

うお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。 


